
議

案

第

八

号

 

 
 

 

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

九

年

二

月

十

五

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

港

区

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

条

例

（

平

成

五

年

港

区

条

例

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

第

一

号

中

「

管

理

開

始

後

当

分

の

間

国

の

補

助

を

受

け

て

使

用

料

の

減

額

を

行

う

住

宅

及

び

」

を

「

 

及

び

管

理

す

る

住

宅

並

び

に

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

を

同

条

第

五

号

と

し

、

同

条

第

二

号

を

同

条

第

四

号

と

 

し

、

同

条

第

一

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。
 

 

二 

一

般

型

住

戸 

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

の

住

戸

の

う

ち

高

齢

型

住

戸

を

除

く

も

の

を

い

う

。

 

 

三 

高

齢

型

住

戸 

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

の

住

戸

の

う

ち

高

齢

者

向

け

の

も

の

を

い

う

。

 

 

第

三

条

第

二

項

の

表

に

備

考

と

し

て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。
 

 
 

 

 

備

考 

こ

の

表

で

定

め

る

戸

数

の

う

ち

高

齢

型

住

戸

の

戸

数

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。

 

 



 

第

七

条

第

一

項

中

「

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

の

使

用

の

申

込

み

を

し

よ

う

と

す

る

者

は

」

を

「

一

般

型

住

戸

の

 
使

用

の

申

込

み

を

し

よ

う

と

す

る

者

は

」

に

、

「

単

身

者

用

特

定

公

共

賃

貸

住

宅

」

を

「

単

身

者

用

の

一

般

型

 

住

戸

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

含

む

」

の

下

に

「

。

次

項

第

四

号

に

お

い

て

同

じ

」

を

加

え

、

同

条

第

三

 

項

中

「

第

一

項

各

号

」

の

下

に

「

又

は

第

二

項

各

号

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項

中

 

「

と

き

は

、

」

の

下

に

「

第

一

項

第

一

号

又

は

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

 

次

の

一

項

を

加

え

る

。
 

２ 

高

齢

型

住

戸

の

使

用

の

申

込

み

を

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

す

者

で

な

け

れ

ば

な

 

 

ら

な

い

。

 

 

一 

本

人

又

は

本

人

若

し

く

は

配

偶

者

の

親

若

し

く

は

子

が

区

内

に

居

住

し

て

い

る

こ

と

。

 

 

二 

前

項

第

三

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

し

て

い

る

こ

と

。

 

 

三 

本

人

が

六

十

五

歳

以

上

で

あ

る

こ

と

。

 

 

四 

現

に

同

居

し

、

又

は

同

居

し

よ

う

と

す

る

者

が

あ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

者

が

親

族

で

あ

る

こ

と

。

 

 

第

二

十

六

条

第

一

項

第

一

号

中

「

者

が

、

」

の

下

に

「

一

般

型

住

戸

に

あ

っ

て

は

」

を

、

「

直

系

尊

属

」

の

 

下

に

「

、

高

齢

型

住

戸

に

あ

っ

て

は

使

用

者

の

六

十

五

歳

以

上

の

配

偶

者

又

は

使

用

者

若

し

く

は

そ

の

配

偶

者

 

の

六

十

五

歳

以

上

の

直

系

尊

属

若

し

く

は

六

十

五

歳

以

上

の

直

系

卑

属

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 



（

説 

明

）

 

 
特

定

公

共

賃

貸

住

宅

の

一

部

の

住

戸

を

高

齢

者

向

け

に

転

用

で

き

る

こ

と

と

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。
 

 


